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2015 年 7 月 31 日 

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 

 

 

株式会社エコグリーン株式に対する公開買付け開始に関するお知らせ 
 

 

2015 年 7 月 29 日、当社の 100％子会社である株式会社 EG インベストメント（以下「EGI」）は、株式

会社エコグリーン（TOKYO PRO Market 上場、以下「エコグリーン」）が発行する株式について、エコ

グリーンの代表取締役であり筆頭株主である石井光暢氏（以下「石井氏」）が所有する株式（796,600 株）

を除くすべての株式（163,400 株）を取得することにより、エコグリーンの株主を EGI と石井氏のみと

し、エコグリーンを非公開化するための取引として、公開買付けを実施することを決定し、2015 年 7 月

30 日にその旨を公表いたしましたので、お知らせします。 

 

エコグリーンは、1997 年 5 月に東京都江戸川区に木材専門の運搬業者として設立後、廃木材を収集運

搬し、再資源化した木材チップ（以下「木質バイオマス」）の販路を独自開拓して、運搬部門をあわせた

販売活動を開始しました。昨年度には年間 14.3 万トンの木質バイオマスを流通させており、機動的な

販売網と強固な営業力を活用し成長を継続させています。 

 

他方で、当社はこれまで太陽光と風力発電プロジェクトを中心に事業展開してまいりましたが、バイオ

マス発電の取り組みについても検討しています。バイオマス発電に取り組むには、まずは燃料となるバ

イオマス資源を長期的・安定的に調達する仕組みの確保が必要であるとの認識から、その方法について

種々検討していました。 

 

当社とエコグリーンの間で資本関係を構築することにより、当社においては、今後計画している建築廃

材を用いたバイオマス発電所向けの燃料の調達を長期的・安定的に確保することができ、中長期的な成

長材料・重要な新規事業としてバイオマス発電に取り組んでいけるとの認識に至りました。さらに、当

社は、両社の企業価値の最大化を目指すには、共通の事業戦略のもとで緊密に連携し一体となって事業

展開することが重要であり、そのためには単なる提携ではなく、エコグリーンが当社グループの一員と

して事業経営を行うことが望ましいと判断しました。今後は、バイオマス発電に関し、中長期的な視点

に立ち、燃料供給から発電に至るまでグループ内で完結させ、安定的かつ機動的に事業を展開してまい

ります。 

 

本件についてのお問合せ先 

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 

広報担当：飯牟礼成義 

TEL：03-6455-4863 

FAX：03-6455-4901 
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（参考）買付け等の概要 

 

（１）公開買付者 

株式会社ＥＧインベストメント 

（２）対象者 

株式会社エコグリーン 

（３）届出当初の買付け等の期間（以下「公開買付期間」） 

平成 27 年７月 31 日（金曜日）から平成 27 年９月 10 日（木曜日）まで（30 営業日） 

（４）買付け等の価格 

普通株式１株につき金 1,080 円 

（５）買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

163,400 株 109,000 株 －株 

（注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行

いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等

を行います。なお、買付予定数の下限は、対象者が平成 27 年６月 26 日に公表した平成 27 年

３月期発行者情報に記載された平成 27 年３月 31 日現在の対象者の発行済株式総数（960,000

株）から、石井氏が所有する対象者株式（796,600 株）を控除した株式数（163,400 株）の３

分の２に相当する普通株式数となるよう設定したものであります。 

（注２）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公

開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数である 163,400 株を記載

しております。なお、当該最大数は、対象者が平成 27 年６月 26 日に公表した平成 27 年３月

期発行者情報に記載された平成 27 年３月 31 日現在の発行済株式総数 960,000 株から、公開

買付者との間で、本公開買付けに応募しない旨の合意をしている石井氏が所有する対象者株式

の数（796,600 株）を控除した株式数です。 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 
－個 

（買付け等前における株券等所有割合 

－％） 

買付け等前における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数 
7,966 個 

（買付け等前における株券等所有割合 

82.98％） 

買付け等後における公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 
1,634 個 

（買付け等後における株券等所有割合 

17.02％） 

買付け等後における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数 
7,966 個 

（買付け等後における株券等所有割合 

82.98％） 

対象者の総株主等の議決権の数 9,600 個 
 

（注１）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成 27 年６月 26 日に公表した平成 27 年３

月期発行者情報に記載された平成 27 年３月 31 日現在の対象者の総株主の議決権の数です。 

（注２）「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおけ

る買付予定数（163,400 株）に係る議決権の数です。 

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」につい

ては、小数点以下第三位を四捨五入しております。 
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（７）買付代金 176,472,000 円 

（注）買付予定数（163,400 株）に買付け等の価格（1,080 円）を乗じた金額を記載しております。 

（８）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

（公開買付代理人） 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

② 決済の開始日 

平成 27 年９月 17 日（木曜日） 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主

等の場合にはその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主

等の場合にはその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応

募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 

以上 


